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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のブレードを有しピッチ角を独立に制御可能とした風車であって、
　前記ピッチ角を制御する制御装置は、
　前記複数のブレードの一部が固着した状況で健全なブレードのピッチ角をフェザー状態
に移行させて前記健全なブレードに作用する流体力によりブレーキを掛けて風車を運転状
態から停止する際に、前記健全なブレードのピッチ角を流入角が大きくなる方向に回転さ
せて前記健全なブレードがフェザー状態になるように制御することを特徴とする風車。
【請求項２】
　請求項１に記載の風車において、
　前記ピッチ角を制御する制御装置は、
　前記風車を停止する際の前記ブレードのピッチ角または前記ピッチ角と相関関係を有す
る状態量を判断指標として、前記ピッチ角または前記状態量が所定値を超えるときには、
前記ピッチ角を流入角が小さくなる方向に回転させ、流入角がゼロの状態を経由してフェ
ザー状態になるように制御することを特徴とする風車。
【請求項３】
　請求項１に記載の風車において、
　前記風車はダウンウインド型風車であることを特徴とする風車。
【請求項４】
　複数のブレードを有しピッチ角を独立に制御可能とした風車の停止方法であって、
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　前記複数のブレードの一部が固着したと判断した場合に、
　健全なブレードのピッチ角をフェザー状態に移行させて前記健全なブレードに作用する
流体力によりブレーキを掛けて風車を運転状態から停止する際に、前記健全なブレードの
ピッチ角を流入角が大きくなる方向に回転させて前記健全なブレードがフェザー状態にな
るようにネガティブフェザー動作を行うことを特徴とする風車の停止方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の風車の停止方法において、
　前記複数のブレードの各ピッチ角を計測し、各ピッチ角の指令値とそれぞれ比較して、
前記ブレードの固着を判断することを特徴とする風車の停止方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の風車の停止方法において、
　前記風車を停止する際の前記ブレードのピッチ角または前記ピッチ角と相関関係を有す
る状態量を判断指標として、前記ピッチ角または前記状態量が所定値を超えるときには、
前記ピッチ角を流入角が小さくなる方向に回転させ、流入角がゼロの状態を経由してフェ
ザー状態になるようにポジティブフェザー動作を行うことを特徴とする風車の停止方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の風車の停止方法において、
　複数のブレードのピッチ角の平均値を判断指標として前記ネガティブフェザー動作と前
記ポジティブフェザー動作の使い分けを行うこと特徴とする風車の停止方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の風車の停止方法において、
　複数のブレードのピッチ角の最大値を判断指標として前記ネガティブフェザー動作と前
記ポジティブフェザー動作の使い分けを行うこと特徴とする風車の停止方法。
【請求項９】
　請求項６に記載の風車の停止方法において、
　複数のブレードのピッチ角の最小値を判断指標として前記ネガティブフェザー動作と前
記ポジティブフェザー動作の使い分けを行うこと特徴とする風車の停止方法。
【請求項１０】
　請求項６に記載の風車の停止方法において、
　風速を判断指標として前記ネガティブフェザー動作と前記ポジティブフェザー動作の使
い分けを行うこと特徴とする風車の停止方法。
【請求項１１】
　請求項６に記載の風車の停止方法において、
　風車の回転数を判断指標として前記ネガティブフェザー動作と前記ポジティブフェザー
動作の使い分けを行うこと特徴とする風車の停止方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は風車及びその停止方法に係り、特に、複数のブレードのピッチ角をそれぞれ独
立に可変にできる風車及びその停止方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　風車（風力発電機）は、環境に優しくリスクの少ない発電方法として近年注目を集めて
いるが、一方で発電コストが高く、安全性を確保しながらより一層のコスト削減が求めら
れている。　
　従来、例えば、特許文献１～３に記載のように、ピッチ角やヨー角を制御して暴風時の
待機形態を工夫することにより暴風時設計荷重を軽減することが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開2006-336505号公報
【特許文献２】特開2007-64062号公報
【特許文献３】特開2007-16628号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来は、暴風時の待機形態などを工夫することにより設計荷重を軽減することについて
検討されているが、様々な要因で風車を停止する際に、風車が停止する過程で風車（特に
ブレード）に加わる荷重や荷重のアンバランスを低減することについては特に考慮されて
いない。すなわち、従来、風車を停止する際には、ブレードがフェザー状態になるように
ブレードのピッチ角を制御しており、このピッチ角の制御は、ピッチ角を相対流入角（ブ
レードに流入する風の相対流入角、以下、単に流入角という）が小さくなる方向に回転さ
せ、流入角がゼロの状態を経由して、最終的にブレードがフェザー状態になるようにして
いる（最終的にブレードの後縁が風下側に位置している。）。
【０００５】
　ところで、独立して各ブレードのピッチ角制御（独立ピッチ制御）を行う風車において
、１枚のブレードの角度が運転中に固着した異常の場合、風車は停止動作を行う。この場
合にも、従来は、固着していないブレード（健全なブレード）のフェザー動作（ピッチ角
を相対流入角が小さくなる方向に回転させる通常のフェザー動作）により風車を停止させ
ている。
【０００６】
　しかしながら、本発明者らの検討によれば、運転中に１枚のブレードが固着した場合に
、風車を停止する際、通常のフェザー動作により風車を停止すると、風車のロータ面外方
向に力のアンバランスが生じ、風車を危険な状態にさせてしまうことを見出した。詳細は
後述するが、固着したブレードは運転時のブレードピッチ角から動かないため、風下側に
流体力を発生させつづけ、一方で健全なブレードはフェザー方向にピッチ角を移動するた
め、風上側に流体力を発生させて停止を行うことになる。このことで、ロータ全体では、
ロータ面外方向に力のアンバランスが生じ、風車を危険な状態にさせてしまう可能性があ
る。
【０００７】
　本発明の目的は、ブレードのピッチ角を独立に可変にできる風車において、ブレードの
一部（例えば１枚）が固着した状況で風車を停止する際に、風車が停止する過程で風車の
ロータ面外方向に生じる得る力のアンバランスを低減することが可能な風車及びその停止
方法を提供することある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、ブレードの一部（例えば１枚）が固着した状況で風車を停止する際に、健全
なブレード（固着していないブレード）のピッチ角を流入角が大きくなる方向に回転させ
てブレードがフェザー状態（最終的にブレードの後縁が風上側に位置）になるようにする
ことを特徴とする。
【０００９】
　なお、本明細書では、ブレードのピッチ角を流入角が大きくなる方向に回転させてブレ
ードがフェザー状態になるようにし、ブレードの後縁を風上側に位置させるピッチ角の制
御を、ネガティブフェザーと称する。また、本明細書では、通常のフェザー動作、すなわ
ち、ピッチ角を流入角が小さくなる方向に回転させ、流入角がゼロの状態を経由してフェ
ザー状態になるようにし、ブレードの後縁を風下側に位置させるピッチ角の制御を、ポジ
ティブフェザーと称する。
【００１０】
　また、本発明は、風車を停止する際のブレードのピッチ角（または風速などピッチ角と
相関関係を有する状態量）が所定値を超えるときには、健全なブレードは、ネガティブフ
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ェザーではなくポジティブフェザーとすることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明はダウンウインド型風車とすることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ブレードの一部（例えば１枚）が固着した状況で風車を停止する際に
、風車が停止する過程で風車のロータ面外方向に生じる得る力のアンバランスを低減する
ことが可能となる。　
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明が適用される風車の機器構成と制御対象を示す図。
【図２】アップウインド型風車において１翼固着時の停止時にポジティブフェザーとした
場合にブレード及びロータ全体に作用する流体力を説明する図。
【図３】アップウインド型風車において１翼固着時の停止時にネガティブフェザーとした
場合にブレード及びロータ全体に作用する流体力を説明する図。
【図４】ブレードに作用する流体力の発生方向を説明する図
【図５】ダウンウインド型風車において１翼固着時の停止時にネガティブフェザーとした
場合にブレード及びロータ全体に作用する流体力を説明する図。
【図６】本発明の実施例１の制御ブロックを示す図。
【図７】ネガティブフェザーにおけるブレードに作用する流体力を説明する図。
【図８】ネガティブフェザーとポジティブフェザーの使い分けを説明する図。
【図９】本発明の実施例２の制御ブロックを示す図。
【図１０】本発明の実施例３の制御ブロックを示す図。
【図１１】本発明の実施例４の制御ブロックを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を用いて本発明の実施例を説明する。
【００１５】
　先ず、図１を用いて、本発明が適用される風車の機器構成と制御対象の一例を説明する
。本発明が適用される大型の風力発電機（定格出力100kW以上）は、基本的に無人での自
動運転を行い、発電した電力は系統に接続する。　
　風車は、複数のブレード１、ブレード１が取り付けられたハブ２と、ハブ２に接続され
た主軸３と、主軸３の回転を増速する増速機４と、増速機４に接続され発電を行う発電機
５と、主軸３を回転可能に支持し増速機４や発電機５を収容するナセル６と、ナセル６を
回転自在に支持するタワー７を備える。　
　また、風車は、風向風速計１２、発電機５の回転数を計測する回転数センサ１３、ナセ
ル６のヨー角を計測するヨー角センサ１４などを備え、これらのセンサの出力は、タワー
７内に設置された風車制御盤１５に送られる。　
　風車制御盤１５は、外部からの制御指令や各センサからの出力に基づいて、風車内の制
御対象を制御し、風車の無人での自動運転を行う。制御対象としては、ピッチ制御装置９
（ピッチ駆動機構８）、ヨー駆動機構１０、電力制御装置１６、主遮断器１７、及び、補
機群１９（補機としては例えばロータブレーキ１１や、図示を省略するが油圧ユニットや
冷却ユニットなどを含む）などである。ピッチ制御装置９（ピッチ駆動機構８）はブレー
ド１の角度を変更する。ヨー駆動機構１０はナセル６全体の向きを変更する。電力制御装
置１６は風車の電力（または回転トルク）を調整する。主遮断器１７は系統との電気的な
接続を担う。　
　また、風車は各センサにより各部の状態を監視しており、風車制御盤１５により異常を
検知した場合、又は風車操作員による手動操作（非常停止ボタン１８を押して風車制御盤
１５に停止指令）で発電を中止し、停止動作を行う。本発明では、異常として、ブレード
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が固着した場合を想定している。
【００１６】
　次に、本発明に至った経緯について図２～図５、図７、図８を用いて詳細に説明する。
　
　後述のように、本発明はダウンウインド型風車に好適なものであるが、アップウインド
型風車の風車停止時におけるブレードに作用する流体力の状況を例として説明する。　
　運転時はブレードには揚力が負圧面側に発生するような角度で運転を行う（図４の「運
転時」参照）。このとき、流体力（スラスト）は風下側向きに発生する（図２の「運転時
」参照）。また、停止時には、通常のフェザー動作では、ブレードのピッチ角は、ブレー
ドと風の相対流入角が小さくなる方向に移動し、揚力が正圧面側に発生するようにしてブ
レーキを掛ける（図４の「フェザー時」参照）。このとき、流体力（スラスト）は風上側
向きに発生する（図２の「停止時」のポジティブフェザーさせているブレードを参照）。
【００１７】
　ブレードの一つが固着した状態で風車が停止動作を行うと、固着した翼は運転時のブレ
ードピッチ角から動かないため、風下側に流体力を発生させつづける。一方で、健全な翼
はフェザー方向にピッチ角を移動するため、風上側に流体力を発生させて停止を行う。こ
のことで、図２に示すように、ロータ面外方向に力のアンバランスが生じ、風車を危険な
状態にさせてしまう。
【００１８】
　そこで、この課題のために、本発明では、風車停止時の健全なブレードのピッチ角の回
転方向を逆にしてブレードがフェザー状態に移行するようにしている（ネガティブフェザ
ー）。図３を用いてこのネガティブフェザーの際にブレードに作用する流体力を説明する
。なお、風車の運転時のブレードに作用する流体力は図２と同様である。
【００１９】
　ブレードの一つが固着した状態で風車の停止動作を行う際に、ネガティブフェザーを行
う。ネガティブフェザーは、ピッチ角を流入角が大きくなる方向に回転させることで、図
４の「ネガティブフェザー時」に示すように、翼を失速させ揚力を低下させ、また抗力を
増大させることで、流体力を風下側の面外方向に発生させながらブレーキを掛けるという
方法である。流体力が風下側の面外方向に発生するため、ネガティブ―フェザーを行った
ブレードには、図３に示すように、流体力（スラスト）が風下側を向く。これによって、
１枚のブレードが固着した場合に、固着ブレードに生じ続ける風下側の荷重と同じ方向の
流体力を健全なブレードにも発生させながら風車を停止することができる。すなわち、風
車停止時のロータ面外方向の力のアンバランスを低減することが出来る。
【００２０】
　上述の説明では、アップウインド型風車を例として説明したが、本発明は、ダウンウイ
ンド型風車に適用することにより優れた効果を発揮する。図３及び図５を用いてこれを説
明する。　
　ブレードには、流体力（スラスト）と同時に、鉛直下向きの重力、コーン角を浅くする
方向への遠心力も同時に発生する。アップウインド型風車では、風車の停止時、ネガティ
ブフェザー動作を行う健全なブレードには、図３に示すように、ロータ面外方向の荷重ベ
クトルが、流体力（スラスト）・遠心力・重力共に同じ方向を向いている。このため、ブ
レードに作用する荷重が大きくなり、翼の構造設計としては不利である。　
　一方、ダウンウインド型風車では、図５に示すように、ダウンウインド型風車において
も、ネガティブフェザー動作を行う健全なブレードには、アップウインド型風車のブレー
ドに作用する流体力と同様な流体力が発生し、ロータ全体に作用する荷重のアンバランス
を低減することができる。そして、ダウンウインド型風車では、図５に示すように、流体
力（スラスト）に対して遠心力が逆の面外方向に向くため、これらの力が互いに相殺され
る。そのため、アップウインド型風車と比べてダウンウインド型風車の方がブレードに作
用する荷重が小さくなり、翼の構造設計としては有利である。また、ネガティブフェザー
動作では、ブレードを風下側に曲げる荷重を発生するが、アップウインド型風車の場合は
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、タワーとの接触の可能性があるため、接触が生じないような設計が必要となる。ダウン
ウインド型風車にすることで、ロータの風下側に障害物がないため、ブレードの接触とい
う問題が生じない利点がある。
【００２１】
　また、本発明者らの検討によれば、上述のネガティブフェザーの制御には次のような課
題がある。これを図７における「Ｃ　ネガティブフェザー（定格風速超え）」を参照して
説明する。すなわち、風車は風速に応じて最適なピッチ角で運転をするが、風速が風車の
定格風速を超えている場合、発電出力を一定に保つために、ピッチ角をフェザー側（流入
角が小さくなる側）に変化させ、流体力を減じて風を逃がしながら運転を行う。このピッ
チ角を大きくした運転状態からネガティブフェザーによる停止動作を行うと、その停止過
程で一時的に流体力が増加し（高揚力点を通過し）、回転トルクが増大してしまう。この
現象は風車の停止動作においては、過回転を起こすことになる。
【００２２】
　そこで、本発明者らは、図８に示すように、風車を停止する際の風車の運転状態におい
て、健全なブレードに対して行うネガティブフェザーとポジティブフェザーの制御を使い
分けることにより、この課題を解決することを見出した。例えば、ピッチ角が浅い場合、
ネガティブフェザー動作を行い、ピッチ角が所定値を超える場合には、ポジティブフェザ
ー動作を行うようにする。　
　風速が定格風速を超えている場合、上述したように、ピッチ角がフェザー側（流入角が
小さくなる側）に変化させられており、風速が定格風速以下におけるピッチ角よりも大き
くなっている。すなわち、定格風速よりも十分に高い風速では、上述したように、エネル
ギーを逃がすためにピッチ角を大きくしている。風速は場所により変わり時間によっても
変化し、また、様々な条件により、一概には言えないが、例えば、０～７°では、ネガテ
ィブフェザー動作を行い、７°を超える場合には、ポジティブフェザー動作を行うように
する。言い換えれば、定格風速付近では、ネガティブフェザー動作を行い、定格風速より
も十分高い風速では（ネガティブフェザーを行うことにより過回転の問題が大きくなる場
合には）ポジティブフェザー動作を行うものである。
【００２３】
　なお、ピッチ角が所定の閾値を超える時（フェザー寄りに位置している場合）、停止動
作はポジティブフェザーとなってしまうが、図８に示すように、そのときの固着ブレード
もフェザー寄りに位置しているため、流体力自体が制限されている。このため、ポジティ
ブフェザーを行ってもロータ全体に作用する荷重のアンバランスは大きくならないので問
題にならない。
【００２４】
　また、ピッチ角は、風速や風車の回転数を考慮して制御するものであるので、すなわち
、風速や風車の回転数はピッチ角と相関関係を有する状態量と言えるので、ピッチ角に代
えて風速や風車の回転数を指標としてネガティブフェザーとポジティブフェザーの制御を
使い分けるようにすることも可能である。
【００２５】
　ブレードが固着しているか否かについては、例えば、各ブレードのピッチ角を計測し、
各ピッチ角の指令値と比較してピッチの固着を判定する。
【００２６】
　次に本発明のピッチ角制御方法を図６、図９～１１に示す制御ブロック図を用いて説明
する。
【実施例１】
【００２７】
　図６に本実施例の制御ブロック図を示す。本実施例では３本のブレードを有する風車を
前提としている。各ブレードのピッチ角を計測し、各ピッチ角の指令値と比較してピッチ
の固着を判定する。いずれかの翼が固着していた場合、風車の停止動作を行う。この風車
の停止動作は、上述したように、ネガティブフェザーにより行うものであり、風車制御盤
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１５からネガティブフェザーによる停止指令をピッチ制御装置９に出力する。
【実施例２】
【００２８】
　図９に本実施例の制御ブロック図を示す。本実施例は、風車を停止させる際、ネガティ
ブフェザーとポジティブフェザーの使い分けを、ブレードのピッチ角が所定の閾値を超え
ているか否かで決めるようにしたものである。指標となるピッチ角としては、各ブレード
のピッチ角の平均値、最大値、または、最小値を用いることができる。ピッチ角の固着を
検出した際に、これらの何れかの指標が閾値を超えている場合にはポジティブフェザー指
令を出力し、閾値以下の場合にはネガティブフェザー指令を出力する。
【実施例３】
【００２９】
　図１０に本実施例の制御ブロック図を示す。本実施例は、風車を停止させる際、ネガテ
ィブフェザーとポジティブフェザーの使い分けを、平均ピッチ角に代えて、風速を判断指
標にしたものである。
【実施例４】
【００３０】
　図１１に本実施例の制御ブロック図を示す。本実施例は、風車を停止させる際、ネガテ
ィブフェザーとポジティブフェザーの使い分けを、平均ピッチ角に代えて、風車の回転数
を判断指標としたものである。風車回転数の場合、風速の場合と異なり、ピッチ角との相
関関係が弱い場合がある。風車回転数の場合、ピッチ角が例えば７°程度のとき定格回転
数となるような風車に効果的に適用することができる。
【００３１】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実
施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例
の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部につ
いて、他の構成の追加，削除，置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【００３２】
１：ブレード
２：ハブ
３：主軸
４：増速機
５：発電機
６：ナセル
７：タワー
８：ピッチ駆動機構
９：ピッチ制御装置
１０：ヨー駆動機構
１１：ロータブレーキ
１２：風向風速計
１３：回転数センサ
１４：ヨー角センサ
１５：風車制御盤
１６：電力制御装置
１７：主遮断器
１８：非常停止ボタン
１９：補機群
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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